
子育て支援、女性活躍推進の取り組み 

一般事業主行動計画 

 

      ゼネラルヒートポンプ工業株式会社は、社員が仕事と子育てを両立させることができ、 

すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、以下の行動計画を策定します。 

 

１．計画期間   2024 年 4 月１日～ 2026 年 3 月３1 日までの ２年間 

 

２．内容 

 

＜目標１＞ 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 2024 年 3 月～ 制度の周知内容を総務部会議で検討開始 

  ● 2024 年 4 月～ 制度の周知（メール送付・イントラネット掲載） 

 ● 2024 年  4 月～ 子が生まれた男性社員に対し、個別に育児休業取得の意向の確認、子の看護

休暇取得がとれることの周知を実施。 

 

＜目標２＞ 

   

 

 

 

＜対策＞ 

● 2024 年 3 月～ 総務部会議にて前年度の次有給休暇の取得状況について 

実態を把握。 

● 2024 年  4 月～  有給休暇取得促進のための取り組み 

（時間単位で有給休暇が取得できるようなるなど）を全社へ展開。 

● 2024 年 11 月  安全衛生大会にて有給休暇取得状況を全社へ展開し、 

再度有給休暇取得促進のための取り組みを全社へ通知。 

  

男性社員が育児休業や育児目的休暇、子の看護休暇を取得しやすい環境を整備し、 

計画期間内の、育児休業の取得率・子の看護暇取得を次の水準以上にする。 

・育児休業取得率を１５％以上にすること 

・子の看護休暇を１日以上取得すること。 

 

2024 年度、2025 年度の年次有給休暇の取得率を８０％以上にする。 

 



 

＜目標３＞ 

   

 

 

 

＜対策＞ 

● 2024 年 3 月～ 女性からの技術職への応募を増やすため、採用の募集要項など見直しを実施。 

● 2024 年  ３月～  総務部にて他社の取り組み事例など収集し、対策を検討。 

● 2024 年 ４月  安全衛生委員会にて女性が働きやすい環境の整備を検討。 

 

 

以上 

 

技術職の女性（製造・工事）を 1 人以上にする。 

 


